
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

大腿骨の遠位側部を安定化
させるための骨幹ネジ（１７）を収納するため 少なくとも１つの孔（１６）が形成さ
れた遠位側部分（３）と 、近位側部分（２）が大腿骨の所定範囲の長さに
安定的に固定されるようにほぼ一定の直径 (φ p)を有すると共に、遠位側部分（３）が、
孔開け作業を要することなく大腿骨の髄管中に容易に挿入される 、近位側部分（２
）の直径よりも小さいほぼ一定の直径 (φ d)を有

前記近位側部分（２） は、大腿骨頭部 固定
一対の孔（７，８）が 孔（７，８） 、大腿骨

頭部の と前記 脱落を防止するために、

髄内腔平爪。
【請求項２】

請求項１ の髄内
腔平爪。
【請求項３】
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大腿骨頚部を安定化させるための固着手段を収納するために、少なくとも１つの孔が形成
された近位側部分（２）と、この近位側部分（２）と接続し、

に、
からなり おいて

ように
する細長い中実の本体からなる髄内腔平

爪において、 に の のための頭付きネジ（９，１
０）を収納するために 形成され、これらの が

変位 頭付きネジの 近位側部分の軸心（ａｐ）に対し
て傾斜するとともに収納される頭付きネジが頭部において約１０°の角度で収束するよう
に互いに傾斜していることを特徴とする

上記近位側部分（２）における上記一対の孔（７，８）は、近位側部分（２）の軸心（ａ
ｐ）に対して約１１５°の平均角度で傾斜していることを特徴とする 記載

上記頭付きネジ（９，１０）が、上記近位側部分（２）の直径よりも小さな直径を有し、



請求項１ の髄内腔平爪。
【請求項４】

請求項１ の髄内
腔平爪。
【請求項５】

請求項４
の髄内腔平爪。

【請求項６】

請求項 の髄内腔平爪。
【請求項７】

請求項１ の髄内腔平爪。
【請求項８】

請求項 の髄内腔平爪。
【請求項９】

請求項 の髄内腔平爪。
【請求項１０】

請求
項９ の髄内腔平爪。
【請求項１１】

請求項１０ の
髄内腔平爪。
【請求項１２】

請求項 の髄内腔平爪。
【請求項１３】

請求項１２ の髄内腔平爪。
【請求項１４】

請
求項 の髄内腔平爪。
【請求項１５】

請求項 の髄内腔平爪。
【請求項１６】
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かつ、その変位および /又は軸心方向の貫通に対抗するための長手方向成分を有する反力
を大腿骨頭部に与えるために、互いに対し、又、大腿骨頭部の中位軸心に対して僅かに収
束する状態に配置されていることを特徴とする 記載

上記近位側部分（２）および遠位側部分（３）は、実質的に直線状をなし、かつ、横平面
において、互いに特定の偏差角 (β )を形成していることを特徴とする 記載

上記偏差角 (β )は３～１０°であり、好ましくは約５°であることを特徴とする
記載

上記近位側部分（２）の直径 (φ p)が１２ｍｍ～１６ｍｍであり、好ましくは約１４ｍｍ
であることを特徴とする １記載

上記遠位側部分（３）の直径 (φ d)が７ｍｍ２５～１１ｍｍであり、好ましくは約９ｍｍ
であることを特徴とする 記載

上記頭付きネジ（９，１０）が、上記近位側部分（２）の対応する孔（７，８）へ収納さ
れる夫々の最大直径部（１１，１２）において、３ｍｍ～８ｍｍの直径を有し、特に約７
ｍｍが好ましいことを特徴とする ２記載

上記近位側部分（２）から離間すると共に、遠位側部分（３）の先端部からも離間して、
この遠位側部分（３）の軸心（ ad)に対して実質的に直角な１つの遠位側孔（１６）に収
納される、上記平爪の捩じれ応力に拮抗するための１本の骨幹ネジ（１７）を有すること
を特徴とする １記載

上記骨幹ネジ（１７）は、上記遠位側部分（３）の単一の遠位側孔（１６）の直径に対応
する一定の直径の主部分（１８）と大径ネジ部（１９）とを有することを特徴とする

記載

上記骨幹ネジ（１７）は、平爪の自由端部に向かう破損を避けるために、上記遠位側部分
（３）の長さ（ Ld)のほぼ半分の長さの所に位置することを特徴とする 記載

上記近位側部分（２）は、その自由端部に、髄内腔平爪の主平面に配置された孔開けマス
ク（２０）の接続のための接続ピン（２６）用のネジ座（５）を有することを特徴とする

１記載

上記ネジ座（５）の縁部は、髄内腔平爪と孔開けマスク（２０）の間へアライメント突起
（２５）を挿入するための、平爪の主平面と同一平面に径方向ノッチ（６）を有すること
を特徴とする 記載

上記孔開けマスク（２０）は、その自由端部に、上記接続ピン（２６）の通過用の軸孔（
２３）を備えた横突起（２２）を有するグリップ部（２１）を有することを特徴とする

１２記載

上記グリップ部（２１）は、大腿骨の孔開け平面において上記頭付きネジおよび上記骨幹
ネジの前記孔（７，８）と位置一致可能な、ドリルビット用の一連の案内孔を有すること
を特徴とする １４記載



請求項１記載の髄内腔平爪。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、大腿骨破損の治療用の髄内腔平爪に関し、詳しくは、

大腿骨の遠位側部を安定化させるための骨幹ネジを収納するため
少なくとも１つの孔が形成された遠位側部分 、

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
老人 患者において、転子上（ｐｅｒｔｒｏｃｈａｎｔｅｒｉｃ）破損は、 骨の頚部
の領域 最も頻繁に発生することが知られている。これらの患者の
高齢と病状から、可能な限り苦痛が少なく（ｓａｎｇｕｉｎａｒｙ）かつ侵襲度（ｉｎｖ
ａｓｉｖｅ）の少ないインターベンションによって、病床につく時間と、リハビリ時間と
を最小限に留めるために、損傷 骨をタイムリーに安定化させることが必要となる
。事実、微妙な代謝的補償状態にある患者にとって、致命的となりうる固定化症候群によ
って引き起こされる合併症を避けることが必要であり、又、そのインターベンションに関
連する血液の損失を減らすことも必要である。それと同時に、利用される

手段は、患者が 着座姿勢をとることが可能で、かつ、そのインターベン
ションの２、３日後に 、 体重をかけて直立姿勢をとることを可能にするよう
安定的なものでなければならない。大腿骨の転子間、転子上（ｐｅｒｔｒｏｃｈａｎｔｅ
ｒｉｃ）および転子下破損を固定するための公知技術は、大腿骨の正常な（ｐｈｙｓｉｏ
ｌｏｇｉｃａｌ）曲線に適合する に、小径の骨幹部に対して、中側方平面において、
いくからの角度を有して曲げられた近位側部分を備えた筒状髄内腔平爪を使用 る。
ときには、その曲線は、骨の髄内腔に対する適合性を更に高めるために、２つの互いに

平面内にあることもある。
【０００３】
前記公知の筒状平爪は、一般に、その平爪と主な破損部においてスポンジ状組織を圧縮す
るための１又は２本の頭付き（ｃｅｐｈａｌｉｃ）ネジとの回転を阻止するために、２本
の骨幹 によって固定される。上述したタイプの公知の髄内腔平爪の第１の欠点は、こ
れらは、共に一般に１０ｍｍ以上の比較的大きな直径の近位側部分と遠位側部分とを有し
ており、従って、その設置には、 平爪の全長に 孔開けが必
要であり、骨の内部ストレスの 可能性があることである。更に、前記骨幹ネジ

、平爪の 端部 、平爪の 基部において、大腿骨の応力集中と破損
を 可能性がある。最後に、前記頭付きネジは、通常、互いに平行であり、
従って、その 、破損部の安定性が損なわれることがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術の有する問題点に鑑みて、本発明の第１の課題は、強度と、信頼性と、生体
適合性とに優れ、ほとんど侵襲性のない髄内腔平爪を提供 、上述した欠点を解決あるい
は少なくとも低減することにある。本発明の第２の課題は、血液の損失と、インターベン
ションおよびリハビリ 時間を制限するため、骨の孔開け作業と皮膚の切開を最小限にす
ることができる髄内腔平爪を提供することにある。本発明の第３の課題は、より生体適合
性が高く、しかも低コスト 髄内腔平爪を提供することにある。本発明の第４の課題は、
極めて単純かつ効果的な装置によって、 髄管内に容易に設置することが可能な髄
内腔平爪を提供することにある。
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上記ネジ（９，１０，１７）が、長いステム（３０）と中央固定手段（３２）を有する頭
部（３１）を設けられ、ネジの不用意な落下を防止するために、そのネジの頭部のための
グリップ手段（３３）とを備えた特殊治具（２９）によって係合される頭部を有すること
を特徴とする

大腿骨頚部を安定化させ
るための固着手段を収納するために、少なくとも１つの孔が形成された近位側部分と、こ
の近位側部分と接続し、
に、 とからなる 細長い中実の本体からなる
髄内腔平爪

の 大腿
の破損との関連において

した大腿

インターベンシ
ョンの その直後に

は 継続的に な

よう
してい

直
角な

ネジ

大腿骨に対して 相当する長さの
原因となる

が 先 分に近く 遠位側部分の
招く原因となる

頭付きネジが滑落し易く

し

の

で
大腿骨の



【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、 請求項記載の発明により達成される。即ち、本発明にかかる髄内腔平爪は
、

ことを特
徴としている。このようになっていると、強度と、信頼性と、生体適合性とに優れ、ほと
んど侵襲性のない髄内腔平爪を低コストで提供することができると共に、上述した従来技
術の有する欠点を解決あるいは少なくとも低減することができる。のみならず、血液の損
失と、インターベンションおよびリハビリ時間を制限するため、必要な骨の孔開け作業と
皮膚の切開を最小限にすることができる。
【０００６】
又、前記髄内腔平爪を取扱うための装置の特徴構成は、中央固定手段を有する頭部を備え
た長手柄部と、ネジの不用意な落下を防止するため、そのネジの頭部のためのグリップ手
段とを備えた特殊治具である点にある。このようになっている 、 髄内腔平爪を

髄管内に容易かつ確実に設置することが可能となる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の好ましい実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。全体を参照番号１によっ
て示す一実施形態に係る髄内腔平爪は、主として、チタン又は、ＡＩＳＩ３１６ＬＶＭ等
のステンレス鋼のような生体適合性金属から形成された 中実 本体を有していて、
これは、実質的に栽頭円錐形状の中間部分４を介して、遠位側部分３に接続された近位側
部分２を有する。これら遠位側部分３および近位側部分２は、共に、実質的に直線状をな
しており、これらの軸心は、例えば４～５°の範囲の特定値 偏差角βを有する。例
えば、７０ｍｍ～８０ｍｍの範囲の長さＬｐを備えた近位側部分２は、 骨の限られた
長さの転子領域に開けられた孔に安定的に固定可能となるように、実質的に一定な、例え
ば、１２ｍｍ～１６ｍｍ、好ましくは約１４ｍｍ、の比較的大きな平均直径φｐを有する
。これにより、組織切開手術中の血液損失を少なくできると共に、より成功する可能性が
高い状態で、外科インターベンション処置を簡単に行うことができる。近位側部分２の自
由端部に向けて、ネジ座５が形成されており、その端部縁には、径方向のノッチ６が形成
されている。前記近位側部分２には、大腿骨の頭部を安定化させるための固着手段たる頭
付きネジ９、１０用の少なくとも一対の横貫通孔７、８が、前記近位側部分２の軸心ａｐ
に対して傾斜した状態で設けられている。 孔７、８は、近位側部分２の軸心 に
対して、約１１５°の平均角度を有して傾斜しているが、これらの孔は、前記頭部の
とそこからの ネジの脱落を防止するために、

収束するように互いに対して傾斜 。

【０００８】
前記頭付きネジ９、１０は、平爪２の 孔７、８に安定的に係合可能な、それぞれ必
ずしもそうする必要はないが、より大きな直径 １１、１２と、それよりも小
さな、もしくはそれと同じ直径を有する 端部１３、１４と、大腿骨 頭部へねじ込まれ
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各
大腿骨頚部を安定化させるための固着手段を収納するために、少なくとも１つの孔が形

成された近位側部分と、この近位側部分と接続し、大腿骨の遠位側部を安定化させるため
の骨幹ネジを収納するために、少なくとも１つの孔が形成された遠位側部分とからなり、
近位側部分が大腿骨の所定範囲の長さにおいて安定的に固定されるようにほぼ一定の直径
を有すると共に、遠位側部分が、孔開け作業を要することなく大腿骨の髄管中に容易に挿
入されるように、近位側部分の直径よりも小さいほぼ一定の直径を有する細長い中実の本
体からなる髄内腔平爪において、前記近位側部分には、大腿骨頭部の固定のための頭付き
ネジを収納するために一対の孔が形成され、これらの孔が、大腿骨頭部の変位と前記頭付
きネジの脱落を防止するために、近位側部分の軸心に対して傾斜するとともに収納される
頭付きネジが頭部において約１０°の角度で収束するように互いに傾斜している

ので 上記 大
腿骨の

細長い の

である
大腿

一対の ａ P

変位
頭付き 収納される頭付きネジ９，１０が頭部

において約１０°の角度で している すなわち、頭付き
ネジ９，１０は、大腿骨頭部の変位および /又はその軸心方向の貫通に対抗するための長
手方向成分を有する反力を頭部に与えるために、互いに対し、又、大腿骨頭部の中位軸心
に対して僅かに収束する状態に配置されている。

一対の
の最大直径部

先 の



る自己螺進先端部とを有することが好ましい。必要な場合、近位側部分２に、大腿骨 頭
部に対して実質的に同軸な中間キルシュナー・ワイヤ用に、前記軸心ａｐに対して、たと
えば約１１５°という角度の平均角度で傾斜し、前述した２本の ネジよりも小さな
直径の第３の貫通孔１５を形成してもよい。 1００ｍｍ～１２０ｍｍの範囲の長
さＬｄを備えた遠位側部分３は、それを孔開けすることなく、大腿骨の髄管内に容易に挿
入可能となるように、例えば、８ｍｍ～１０ｍｍの範囲で、好ましくは約９ｍｍの、近位
側部分 の直径φｐよりも小さな平均直径φｄを有する。遠位側部分３には、骨幹安定化
および捩じれ防止 １７のため 、軸 ａｄに対して実質的に １つ
の貫通 孔１６が形成されている。この孔１６は、好ましくは、 自由端
部から十分に離間して、その端部の破損の危険性を減少させるため、前記長さＬｄの約半
分の長さを備えている。
【０００９】
骨幹 １７は、孔 に安定的に係合可能な実質的に一定の直径を備えた平滑
１８と、骨のスポンジ状組織に係合可能なネジ溝付きの 部１９とを有している。
このような形状により、髄内腔平爪１は、最良の安定性と、ほとんど侵襲性のない技術で
、かつ、血液損失を抑制しながら、骨と安定的かつ迅速に されるのである。生体適合
性のために、頭付きネジ９，１０と前記骨幹ネジ１７の両方を、前記髄内腔平爪と同じ材
質から構成することができる。
【００１０】
本発明の別の態様において、上述した髄内腔平爪 を位置決めし、 骨の必要な孔開け
を行うための装置が提供される。この装置は、 平面に延出する孔開けマスク
２０から構成されていることが好ましく、これは、外科医によって把持 グリップ部
２１ 、ここから 、端部孔２３を備えた横突起部２２ 。

端部孔２３には案内スリーブ２４が固定されており、これは、その下端部に、マスク２
０の展開 平面を通過して延出するとともに、髄内腔平爪の インターベンシ
ョン作業中にお この髄内腔平爪１のアラインメントを保証するため 、髄内腔平爪１
の 座５の径方向 ノッチ６に係合 複数の径方向突起 歯２５を備えている
。スリーブ２４の内側孔には、操作ノブ２７を備えた ピン２６を挿入することができ
、 は孔開けマスク２０との接続を保証するために、 １のネジ
座５に係合するネジ端部２８を有している。孔開けマスク２０のグリップ ２１の下部に
は、髄内腔平爪 の孔７、８、１５および１６に対応して、 骨のドリルビット用の案
内孔が形成されている。
【００１１】
次に、この装置の使用方法について説明する。まず、外科医は、大腿骨の転子領域 約１
０ｃｍの孔開けを行い、その後、そのネジ座５の ノッチ６が、足の横平面に位置
するように注意しながら、 平爪を挿入する。その後、案内スリーブ２４の

突起 歯２５が、ノッチ６と係合するように注意しながら、平爪 を孔開マ
スク２０に接続する。最後に、 ピン２６をスリーブ２４に挿入し、そのネジ端部２８
を のネジ座５に螺合させ、これによってそれを安定的に接続する。この時点で、

の孔７、８、１５、１６に対応して、 骨 孔開け作業を開始することがで
きる 最後に、 ネジ９、１０ １７を、 夫々の孔に挿入し
て、大腿骨を迅速かつ確実に安定化させることができる のである。
【００１２】
これらのネジ を、誤って落下させることなく挿入 固定するため、
図７に、その全体を参照番号２９によって示 特殊なＴ字状治具を利用することがで
きる。この治具 は、 ネジの六角形状の頭部と係合可能な六角形状断面で、

中央固定用突起３２を有する頭部３１を備えた操作柄部３０と、ネジの頭部を
把持する ２つの半筒状弾性ウィング部を形成するため 径方向長手ノッチ３４を
備えた外筒部３３を有 る。
【００１３】
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尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にするために符号を記すが、該記入により
本発明は添付図面の構造に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一好適実施形態による髄内腔平爪の側面図。
【図２】矢印ＩＩの方向から見た図１の平爪の部分詳細図。
【図３】矢印ＩＩＩの方向から見た図１の平爪の詳細図
【図４】大腿骨の髄管に挿入された状態を示す図１の髄内腔平爪の側面図。
【図５】図４の平爪の詳細を示す側面図。
【図６】図４の平爪の別の詳細を示す部分側面図。
【図７】本発明の好適実施形態に係る前記髄内腔平爪を骨に固定するための装置の一部を
示す側面図。
【図８】前記髄管への挿入用の前記装置に接続された状態の、図１の髄内腔平爪の全体側
面図。
【符号の説明】
２　　近位側部分
３　　遠位側部分
５　　ネジ座
７、８　　孔
９、１０　　固着手段
１１、１２　　最大直径部
１６　　遠位側孔
１７　　骨幹ネジ
１８　　主部分
１９　　大径ネジ部
２０　　孔開 マスク
２１　　グリップ部
２２　　横突起
２３　　 孔
２６　　接続ピン
２９　　特殊治具
３０　　長手柄部
３１　　頭部
３２　　中央固定手段
３３　　
β　　偏差角
φｄ、φｐ　　直径
ａｄ　　軸心
Ｌｄ　　長さ

10

20

30

(6) JP 3630214 B2 2005.3.16

（頭付きネジ）

け

端部

外筒部



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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